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(57)【要約】
【課題】相対向する一対の導電層を有するコンデンサを
備えた半導体装置において、製造工程数を増加すること
なく、コンデンサを形成する。
【解決手段】半導体構成体２は、保護膜９上に再配線１
４、下層導電層１８、第１の接続配線（図示せず）およ
び第２の接続配線１６が同時に形成された構造となって
いる。そして、下層導電層１８は、第１の接続配線を介
して、半導体基板４上の一方のコンデンサ用接続パッド
に接続されている。半導体構成体２上に設けられた上層
絶縁膜２４の上面には、上層再配線２７、上層導電層３
２および第３の接続配線２８が同時に形成されている。
そして、上層導電層３２は、第３の接続配線２８、第２
の接続配線１６の接続パッド部上面に設けられた柱状電
極２１および第２の接続配線１６を介して、半導体基板
４上の他方のコンデンサ用接続パッド６に接続されてい
る。
【選択図】 図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース板と、前記ベース板上に設けられ、且つ、複数の接続パッドを有する半導体基板
および該半導体基板上に前記接続パッドに電気的に接続されて設けられた再配線を有する
半導体構成体と、前記半導体構成体の周囲における前記ベース板上に設けられた絶縁層と
、前記半導体構成体および前記絶縁層上に設けられた少なくとも１層の上層絶縁膜と、前
記上層絶縁膜の何れかの層上に前記半導体構成体の再配線の接続パッド部に電気的に接続
されて設けられ、外部接続用の接続パッド部を備える少なくとも１層の上層再配線と、相
対向する一対の導電層を有し、前記一対の導電層の各々が前記接続パッドに電気的に接続
される対向導電層回路素子と、を備えた半導体装置の製造方法において、
　前記対向導電層回路素子の少なくとも一方の導電層を前記上層再配線の何れかの層と同
一の平面上に前記上層再配線と同一の材料によって同時に形成することを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の発明において、前記対向導電層回路素子の他方の導電層を前記再配線
と同一の平面上に前記再配線と同一の材料によって同時に形成することを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の発明において、前記上層絶縁膜は複数層であり、前記上層再配線も複
数層であって、前記上層絶縁膜の各層上に層間で互いに接続されて形成され、前記複数層
の上層再配線のうちの１層と同一の平面上に前記対向導電層回路素子の一方の導電層を当
該１層と同一の材料によって同時に形成し、前記複数層の上層再配線のうちの他の１層と
同一の平面上に前記対向導電層回路素子の他方の導電層を当該他の１層と同一の材料によ
って同時に形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の発明において、前記半導体構成体は、前記再配線に接続された柱状電
極と、該柱状電極の上端面を除き、少なくとも前記半導体基板の上面を覆う封止膜と、を
有するものであることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の発明において、前記対向導電層回路素子は容量素子であることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の発明において、前記対向導電層回路素子はアンテナ素子であることを
特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置には、集積回路が形成されて接続パッドを有する半導体基板が配線基
板に埋め込まれ、接続パッドに接続される外部接続用の端子が配線基板上に形成されるよ
うにしたものがある。また、このような半導体装置において、半導体基板上に２つの端子
部を有する薄膜回路素子が設けられ、薄膜回路素子の両端子部が接続パッドに接続される
ように構成されたものがある。そして、薄膜回路素子として容量素子やアンテナ素子等の
対向電極を備えて構成される対向導電層回路素子を設ける場合、半導体基板状に設けられ
た第１の絶縁層上に、第１の導電層、第２の絶縁層および第２の導電層を積層して、第１
の導電層、第２の絶縁層および第２の導電層により対向導電層回路素子を形成し、各導電
層を接続用の配線を介して接続パッドに接続するようにしたものがある。（例えば、特許
文献１参照）



(3) JP 2009-246404 A 2009.10.22

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－５７２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の半導体装置では、半導体基板上に対向電極を備えて構成され
る対向導電層回路素子を設けるようにした場合、第１の導電層、第２の絶縁層および第２
の導電層を積層して構成しているため、半導体基板上に１層の再配線を形成する場合と比
較して、少なくとも第２の導電層を形成しなければならず、製造工程数が増加するという
問題がある。
【０００５】
　そこで、この発明は、製造工程数を増加することなく、容量素子等の相対向する一対の
導電層を有する対向導電層回路素子を形成することができる半導体装置およびその製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、ベース板と、前記ベース板上に設けられ、且つ、複数の接続
パッドを有する半導体基板および該半導体基板上に前記接続パッドに電気的に接続されて
設けられた再配線を有する半導体構成体と、前記半導体構成体の周囲における前記ベース
板上に設けられた絶縁層と、前記半導体構成体および前記絶縁層上に設けられた少なくと
も１層の上層絶縁膜と、前記上層絶縁膜の何れかの層上に前記半導体構成体の再配線の接
続パッド部に電気的に接続されて設けられ、外部接続用の接続パッド部を備える少なくと
も１層の上層再配線と、相対向する一対の導電層を有し、前記一対の導電層の各々が前記
接続パッドに電気的に接続される対向導電層回路素子と、を備えた半導体装置の製造方法
において、前記対向導電層回路素子の少なくとも一方の導電層を前記上層再配線の何れか
の層と同一の平面上に前記上層再配線と同一の材料によって同時に形成することを特徴と
するものである。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記対向導電層回路素子の
他方の導電層を前記再配線と同一の平面上に前記再配線と同一の材料によって同時に形成
することを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記上層絶縁膜は複数層で
あり、前記上層再配線も複数層であって、前記上層絶縁膜の各層上に層間で互いに接続さ
れて形成され、前記複数層の上層再配線のうちの１層と同一の平面上に前記対向導電層回
路素子の一方の導電層を当該１層と同一の材料によって同時に形成し、前記複数層の上層
再配線のうちの他の１層と同一の平面上に前記対向導電層回路素子の他方の導電層を当該
他の１層と同一の材料によって同時に形成することを特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記半導体構成体は、前記
再配線に接続された柱状電極と、該柱状電極の上端面を除き、少なくとも前記半導体基板
の上面を覆う封止膜と、を有するものであることを特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記対向導電層回路素子は
容量素子であることを特徴とするものである。
　請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記対向導電層回路素子は
アンテナ素子であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、接続パッドと接続パッドに接続される再配線を有する半導体基板が
埋め込まれ、再配線に接続されて形成される上層再配線を介して外部接続用の端子が形成
される半導体装置およびその製造方法において、相対向する一対の導電層を有する対向導
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電層回路素子の少なくとも一方の導電層を上層再配線と同一の平面上に設けているので、
上層再配線と対向導電層回路素子の一方の導電層とを同一の材料によって同時に形成する
ことができ、したがって製造工程数を増加することなく、容量素子やアンテナ素子等の対
向導電層回路素子を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の第１実施形態としての半導体装置の一部の平面図。
【図２】図１のＡ－Ａ線にほぼ沿う断面図。
【図３】図１のＢ－Ｂ線にほぼ沿う断面図。
【図４】図２に示す半導体装置の製造方法の一例において、当初用意したものの断面図。
【図５】図４に続く工程の断面図。
【図６】図５に続く工程の断面図。
【図７】図６に続く工程の断面図。
【図８】図７に続く工程の断面図。
【図９】図８に続く工程の断面図。
【図１０】図９に続く工程の断面図。
【図１１】図１０に続く工程の断面図。
【図１２】図１１に続く工程の断面図。
【図１３】図１２に続く工程の断面図。
【図１４】図１３に続く工程の断面図。
【図１５】図１４に続く工程の断面図。
【図１６】図１５に続く工程の断面図。
【図１７】図１６に続く工程の断面図。
【図１８】この発明の第２実施形態としての半導体装置の図２同様の断面図。
【図１９】第２実施形態としての半導体装置の図３同様の断面図。
【図２０】この発明の第３実施形態としての半導体装置の一部の平面図。
【図２１】図２０のＣ－Ｃ線にほぼ沿う断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　図１はこの発明の第１実施形態としての半導体装置の一部の平面図を示し、図２は図１
のＡ－Ａ線にほぼ沿う断面図を示し、図３は図１のＢ－Ｂ線にほぼ沿う断面図を示す。こ
の半導体装置は平面方形状のベース板１を備えている。ベース板１は、ガラス繊維、アラ
ミド繊維、液晶繊維等にエポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ＢＴ（ビスマレイミド・ト
リアジン）樹脂、ＰＰＥ（ポリフェニレンエーテル）等を含浸させたもの、シリコン、ガ
ラス、セラミックス、樹脂単体等の絶縁材料、あるいは、銅やアルミニウム等の金属材料
からなっている。
【００１０】
　ベース板１の上面には、ベース板１のサイズよりもある程度小さいサイズの平面方形状
の半導体構成体２の下面がダイボンド材からなる接着層３を介して接着されている。この
場合、半導体構成体２は、後述する再配線、柱状電極、封止膜を有しており、一般的には
ＣＳＰ(chip size package)と呼ばれるものであり、特に、後述の如く、シリコンウエハ
上に再配線、柱状電極、封止膜を形成した後、ダイシングにより個々の半導体構成体２を
得る方法を採用しているため、特に、ウエハレベルＣＳＰ（Ｗ－ＣＳＰ）とも言われてい
る。ただし、この場合、半導体構成体２は、後述する、相対向する一対の導電層を有する
コンデンサ（容量素子）等の対向導電層回路素子を形成する構成の一部を備えている。以
下に、半導体構成体２の構成について説明する。
【００１１】
　半導体構成体２は平面方形状のシリコン基板（半導体基板）４を備えている。シリコン
基板４は接着層３を介してベース板１に接着されている。シリコン基板４の上面には所定
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の機能の集積回路（図示せず）が設けられ、上面周辺部にはアルミニウム系金属等からな
る複数の接続パッド５、６が集積回路に接続されて設けられている。この場合、符号６で
示す接続パッドは、後述するコンデンサの一対の導電層に接続されるものであり、シリコ
ン基板４上に少なくとも２つ設けられている。
【００１２】
　接続パッド５、６の中央部を除くシリコン基板４の上面には酸化シリコン等からなる絶
縁膜７が設けられ、接続パッド５、６の中央部は絶縁膜７に設けられた開口部８を介して
露出されている。絶縁膜７の上面にはエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等からなる保護
膜（絶縁膜）９が設けられている。この場合、絶縁膜７の開口部８に対応する部分におけ
る保護膜９には開口部１０が設けられている。
【００１３】
　両開口部８、１０を介して露出された接続パッド５、６の上面から保護膜９の上面の所
定の箇所にかけて、銅等からなる下地金属層１１、１２、１３が設けられている。下地金
属層１１、１２、１３の上面全体には銅からなる再配線１４および第１、第２の接続配線
１５、１６が設けられている。
【００１４】
　保護膜９の上面には銅等からなる正方形状の下地金属層１７が設けられている。下地金
属層１７の上面全体には銅からなる下層導電層１８が設けられている。下地金属層１７を
含む下層導電層１８の一部は、下地金属層１２を含む第１の接続配線１５を介して一方の
コンデンサ用の接続パッド６に接続されている。
【００１５】
　再配線１４の接続パッド部上面には銅からなる柱状電極２０が設けられている。第２の
接続配線１６の接続パッド部上面には銅からなる柱状電極２１が設けられている。再配線
１４、第１、第２の接続配線１５、１６および下層導電層１８を含む保護膜９の上面には
エポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等からなる封止膜２２がその上面が柱状電極２０、２
１の上面と面一となるように設けられている。
【００１６】
　このように、Ｗ－ＣＳＰと呼ばれる半導体構成体２は、シリコン基板４、接続パッド５
、絶縁膜７を含み、さらに、保護膜９、再配線１４、第１、第２の接続配線１５、１６、
下層導電層１８、柱状電極２０、２１、封止膜２２を含んで構成されている。
【００１７】
　半導体構成体２の周囲におけるベース板１の上面には方形枠状の絶縁層２３がその上面
が半導体構成体２の上面とほぼ面一となるように設けられている。絶縁層２３は、例えば
、熱可塑性樹脂中にガラス繊維やシリカフィラー等の補強材を分散させたものである。
【００１８】
　半導体構成体２および絶縁層２３の上面には上層絶縁膜２４がその上面を平坦とされて
設けられている。上層絶縁膜２４は、ビルドアップ基板に用いられる、通常、ビルドアッ
プ材と言われるもので、例えば、エポキシ系樹脂やＢＴ樹脂等の熱硬化性樹脂中に繊維や
フィラー等の補強材を含有させたものである。この場合、繊維は、ガラス繊維やアラミド
繊維等である。フィラーは、シリカフィラーやセラミックス系フィラー等である。
【００１９】
　上層絶縁膜２４の上面には銅等からなる下地金属層２５、２６が設けられている。下地
金属層２５、２６の上面全体には銅からなる上層再配線２７および第３の接続配線２８が
設けられている。下地金属層２５を含む上層再配線２７の一端部は、柱状電極２０の上面
中央部に対応する部分における上層絶縁膜２４に設けられた開口部２９を介して柱状電極
２０の上面に接続されている。下地金属層２６を含む第３の接続配線２８の一端部は、柱
状電極２１の上面中央部に対応する部分における上層絶縁膜２４に設けられた開口部３０
を介して柱状電極２１の上面に接続されている。
【００２０】
　上層絶縁膜２４の上面には銅等からなる正方形状の下地金属層３１が設けられている。
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下地金属層３１の上面全体には銅からなる上層導電層３２が設けられている。下地金属層
３１を含む上層導電層３２の一部は、下地金属層２６を含む第３の接続配線２８の他端部
に接続されている。すなわち、上層導電層３２の一部は、第３の接続配線２８、柱状電極
２１および第２接続配線１６を介して他方のコンデンサ用の接続パッド６に接続されてい
る。ここで、上層導電層３２と下層導電層１８とは、その間に封止膜２２および上層絶縁
膜２４が介在された状態で、相対向して配置され、コンデンサを構成している。
【００２１】
　上層再配線２７、第３の接続配線２８および上層導電層３２を含む上層絶縁膜２４の上
面にはソルダーレジスト等からなるオーバーコート膜（最上層絶縁膜）３３が設けられて
いる。上層再配線２７の接続パッド部に対応する部分におけるオーバーコート膜３３には
開口部３４が設けられている。開口部３４内およびその上方には半田ボール３５が上層再
配線２７の接続パッド部に接続されて設けられている。複数の半田ボール３５は、図１で
は、オーバーコート膜３３の上面外周部のみに図示しているが、実際には、オーバーコー
ト膜３３の上面周辺部にマトリクス状に配置されている。
【００２２】
　ところで、ベース板１のサイズを半導体構成体２のサイズよりもある程度大きくしてい
るのは、シリコン基板４上の接続パッド５の数の増加に応じて、半田ボール３５の配置領
域を半導体構成体２のサイズよりもある程度大きくし、これにより、上層再配線２７の接
続パッド部（オーバーコート膜３３の開口部３４内の部分）のサイズおよびピッチを柱状
電極２０のサイズおよびピッチよりも大きくするためである。
【００２３】
　このため、マトリクス状に配置された上層再配線２７の接続パッド部は、半導体構成体
２に対応する領域のみでなく、半導体構成体２の側面の外側に設けられた絶縁層２３に対
応する領域上にも配置されている。つまり、マトリクス状に配置された半田ボール３５の
うち、少なくとも最外周の半田ボール３５は半導体構成体２よりも外側に位置する周囲に
配置されている。
【００２４】
　次に、この半導体装置の製造方法の一例について説明する。ただし、この場合、図示の
都合上、図３に示す半導体装置の製造方法について説明し、図２に示す第１の接続配線１
５等についてはその説明を省略する。まず、半導体構成体２の製造方法について説明する
。
【００２５】
　図４に示すように、ウエハ状態のシリコン基板４上にアルミニウム系金属等からなる接
続パッド５、６、酸化シリコン等からなる絶縁膜７およびエポキシ系樹脂やポリイミド系
樹脂等からなる保護膜９が設けられ、接続パッド５、６の中央部が絶縁膜７および保護膜
９に形成された開口部８、１０を介して露出されたものを用意する。上記において、ウエ
ハ状態のシリコン基板４には、各半導体構成体が形成される領域に所定の機能の集積回路
が形成され、接続パッド５、６は、それぞれ、対応する領域に形成された集積回路に電気
的に接続されている。
【００２６】
　次に、図５に示すように、両開口部８、１０を介して露出された接続パッド５、６の上
面を含む保護膜９の上面全体に下地金属層４１を形成する。この場合、下地金属層４１は
、無電解メッキにより形成された銅層のみであってもよく、またスパッタにより形成され
た銅層のみであってもよく、さらにスパッタにより形成されたチタン等の薄膜層上にスパ
ッタにより銅層を形成したものであってもよい。これは、後述する下地金属層５５の場合
も同様である。
【００２７】
　次に、下地金属層４１の上面にメッキレジスト膜４２をパターン形成する。この場合、
再配線１４形成領域、第２の接続配線１６形成領域および下層導電層１８形成領域に対応
する部分におけるメッキレジスト膜４２には開口部４３、４４、４５が形成されている。
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次に、下地金属層４１をメッキ電流路として銅の電解メッキを行なうことにより、メッキ
レジスト膜４２の開口部４３、４４、４５内の下地金属層４１の上面に再配線１４、第２
の接続配線１６および下層導電層１８を形成する。次に、メッキレジスト膜４２を剥離す
る。
【００２８】
　次に、図６に示すように、再配線１４、第２の接続配線１６および下層導電層１８を含
む下地金属層４１の上面にメッキレジスト膜４６をパターン形成する。この場合、柱状電
極２０形成領域および柱状電極２１形成領域に対応する部分におけるメッキレジスト膜４
６には開口部４７、４８が形成されている。次に、下地金属層４１をメッキ電流路として
銅の電解メッキを行なうことにより、メッキレジスト膜４６の開口部４７、４８内の再配
線１４および第２の接続配線１６の接続パッド部上面に柱状電極２０、２１を形成する。
【００２９】
　次に、メッキレジスト膜４６を剥離し、次いで、柱状電極２０、２１、再配線１４、第
２の接続配線１６および下層導電層１８をマスクとして下地金属層４１の不要な部分をエ
ッチングして除去すると、図７に示すように、再配線１４下、第２の接続配線１６下およ
び下層導電層１８下にのみ下地金属層１１、１３、１７が残存される。
【００３０】
　次に、図８に示すように、スクリーン印刷法、スピンコーティング法、ダイコート法等
により、柱状電極２０、２１、再配線１４、第２の接続配線１６および下層導電層１８を
含む保護膜９の上面全体にエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等からなる封止膜２２をそ
の厚さが柱状電極２０、２１の高さよりも厚くなるように形成する。したがって、この状
態では、柱状電極２０、２１の上面は封止膜２２によって覆われている。
【００３１】
　次に、封止膜２２および柱状電極２０、２１の上面側を適宜に研磨し、図９に示すよう
に、柱状電極２０、２１の上面を露出させ、且つ、この露出された柱状電極２０、２１の
上面を含む封止膜２２の上面を平坦化する。ここで、柱状電極２０、２１の上面側を適宜
に研磨するのは、電解メッキにより形成される柱状電極２０、２１の高さにばらつきがあ
るため、このばらつきを解消して、柱状電極２０、２１の高さを均一にするためである。
【００３２】
　次に、図１０に示すように、シリコン基板４の下面全体に接着層３を接着する。接着層
３は、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂等のダイボンド材からなるものであり、加熱加
圧により、半硬化した状態でシリコン基板４に固着する。次に、シリコン基板４に固着さ
れた接着層３をダイシングテープ（図示せず）に貼り付け、図１１に示すダイシング工程
を経た後に、ダイシングテープから剥がすと、図３に示すように、シリコン基板４の下面
に接着層３を有する半導体構成体２が複数個得られる。
【００３３】
　このようにして得られた半導体構成体２では、シリコン基板４の下面に接着層３を有す
るため、ダイシング工程後に各半導体構成体２のシリコン基板４の下面にそれぞれ接着層
を設けるといった極めて面倒な作業が不要となる。なお、ダイシング工程後にダイシング
テープから剥がす作業は、ダイシング工程後に各半導体構成体２のシリコン基板４の下面
にそれぞれ接着層を設ける作業に比べれば、極めて簡単である。
【００３４】
　次に、このようにして得られた半導体構成体２を用いて、図３に示す半導体装置を製造
する場合の一例について説明する。まず、図１２に示すように、図３に示すベース板１を
複数枚採取することができる大きさで、限定する意味ではないが、平面形状が方形状のベ
ース板１を用意する。次に、ベース板１の上面の所定の複数箇所にそれぞれ半導体構成体
２のシリコン基板４の下面に接着された接着層３を接着する。ここでの接着は、加熱加圧
により、接着層３を本硬化させる。
【００３５】
　次に、半導体構成体２間および最外周に配置された半導体構成体２の外側におけるベー
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ス板１の上面に、例えばスクリーン印刷法やスピンコーティング法等により、第１の絶縁
材料２３ａを形成し、さらにその上面にシート状の第２の絶縁材料２４ａを配置する。第
１の絶縁材料２３ａは、例えば、熱硬化性樹脂や、熱硬化性樹脂中にガラス繊維やシリカ
フィラー等の補強材を分散させたものからなる。
【００３６】
　シート状の第２の絶縁材料２４ａは、限定する意味ではないが、ビルドアップ材が好ま
しく、このビルドアップ材としては、エポキシ系樹脂やＢＴ樹脂等の熱硬化性樹脂中にシ
リカフィラーを混入させ、熱硬化性樹脂を半硬化状態にしたものがある。しかしながら、
第２の絶縁材料２４ａとして、ガラス繊維にエポキシ系樹脂等の熱硬化性樹脂を含浸させ
、熱硬化性樹脂を半硬化状態にしてシート状となしたプリプレグ材、またはフィラーが混
入されない、熱硬化性樹脂のみからなる材料を用いるようにしてもよい。
【００３７】
　次に、図１３に示す一対の加熱加圧板５３、５４を用いて、第１および第２の絶縁材料
２３ａ、２４ａを加熱加圧する。かくして、図１３に示すように、半導体構成体２間およ
び最外周に配置された半導体構成体２の外側におけるベース板１の上面に絶縁層２３が形
成され、半導体構成体２および絶縁層２３の上面に上層絶縁膜２４が形成される。
【００３８】
　この場合、上層絶縁膜２４の上面は、上側の加熱加圧板５３の下面によって押さえ付け
られるため、平坦面となる。したがって、上層絶縁膜２４の上面を平坦化するための研磨
工程は不要である。このため、ベース板１のサイズが例えば５００×５００ｍｍ程度と比
較的大きくても、その上に配置された複数の半導体構成体２に対して上層絶縁膜２４の上
面の平坦化を一括して簡単に行なうことができる。
【００３９】
　次に、図１４に示すように、レーザビームを照射するレーザ加工あるいはフォトリソグ
ラフィ法により、柱状電極２０、２１の上面中央部に対応する部分における上層絶縁膜２
４に開口部２９、３０を形成する。次に、必要に応じて、開口部２９、３０内等に発生し
たエポキシスミア等をデスミア処理により除去する。
【００４０】
　次に、図１５に示すように、開口部２９、３０を介して露出された柱状電極２０、２１
の上面を含む上層絶縁膜２４の上面全体に下地金属層５５を形成する。次に、下地金属層
５５の上面にメッキレジスト膜５６をパターン形成する。この場合、上層再配線２７形成
領域および第３の接続配線２８形成領域を含む上層導電層３２形成領域に対応する部分に
おけるメッキレジスト膜５６には開口部５７、５８が形成されている。
【００４１】
　次に、下地金属層５５をメッキ電流路として銅の電解メッキを行なうことにより、メッ
キレジスト膜５６の開口部５７、５８内の下地金属層５５の上面に上層再配線２７および
第３の接続配線２８を含む上層導電層３２を形成する。次に、メッキレジスト膜５６を剥
離し、次いで、上層再配線２７、第３の接続配線２８および上層導電層３２をマスクとし
て下地金属層５５の不要な部分をエッチングして除去すると、図１６に示すように、上層
再配線２７、第３の接続配線２８および上層導電層３２下にのみ下地金属層２５、２６、
３１が残存される。
【００４２】
　次に、図１７に示すように、スクリーン印刷法やスピンコーティング法等により、上層
再配線２７、第３の接続配線２８および上層導電層３２を含む上層絶縁膜２４の上面にソ
ルダーレジスト等からなるオーバーコート膜３３を形成する。この場合、上層再配線２７
の接続パッド部に対応する部分におけるオーバーコート膜３３には開口部３４が形成され
ている。
【００４３】
　次に、開口部３４内およびその上方に半田ボール３５を上層再配線２７の接続パッド部
に接続させて形成する。次に、互いに隣接する半導体構成体２間において、オーバーコー
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ト膜３３、上層絶縁膜２４、絶縁層２３およびベース板１を切断すると、図３に示す半導
体装置が複数個得られる。
【００４４】
　以上のように、上記製造方法では、図５に示す工程において、下地金属層４１の上面に
再配線１４、第２の接続配線１６および下層導電層１８を同一の材料によって同時に形成
し、図６に示す工程において、再配線１４および第２の接続配線１６の接続パッド部上面
に柱状電極２０、２１を同一の材料によって同時に形成し、図１５に示す工程において、
下地金属層５５の上面に上層再配線２７、第３の接続配線２８および上層導電層３２を同
一の材料によって同時に形成しているので、製造工程数を増加することなく、一対の導電
層１８、３２を有するコンデンサを形成することができる。
【００４５】
　また、上記製造方法では、ベース板１上に複数の半導体構成体２を接着層３を介して配
置し、複数の半導体構成体２に対して、特に、上層再配線２７、第３の接続配線２８およ
び半田ボール３５の形成を一括して行い、その後に分断して複数個の半導体装置を得てい
るので、製造工程を簡略化することができる。また、図１３に示す工程以降では、ベース
板１と共に複数の半導体構成体２を搬送することができるので、これによっても製造工程
を簡略化することができる。
【００４６】
（第２実施形態）
　上記第１実施形態では、図２および図３に示すように、上層絶縁膜２４上に上層再配線
２７を１層だけ形成した場合について説明したが、これに限らず、２層以上としてもよく
、例えば、図１８および図１９に示すこの発明の第２実施形態のように、２層としてもよ
い。この場合、図１８は図２同様の断面図を示し、図１９は図３同様の断面図を示す。
【００４７】
　この半導体装置の半導体構成体２では、保護膜９の上面に下層導電層が設けられておら
ず、その代わりに、第１の接続配線１５の接続パッド部上面に柱状電極６１が設けられて
いる。そして、半導体構成体２および絶縁層２３の上面にはビルドアップ材等からなる第
１の上層絶縁膜６２が設けられている。第１の上層絶縁膜６２の上面には下地金属層６３
を含む第１の上層再配線６４が第１の上層絶縁膜６２に設けられた開口部６５を介して柱
状電極２０の上面に接続されて設けられている。
【００４８】
　第１の上層絶縁膜６２の上面には下地金属層６６を含む下層導電層６７が設けられてい
る。下地金属層６６を含む下層導電層６７の一部は、第１の上層絶縁膜６２の上面に設け
られた下地金属層６８を含む第３の接続配線６９の一端部に接続されている。下地金属層
６８を含む第３の接続配線６９の他端部は、第１の上層絶縁膜６２に設けられた開口部７
０を介して柱状電極６１の上面に接続されている。第１の上層絶縁膜６２の上面には下地
金属層７１を含む中継接続パッド７２が第１の上層絶縁膜６２に設けられた開口部７３を
介して柱状電極２１の上面に接続されて設けられている。
【００４９】
　第１の上層再配線６４、下層導電層６７、第３の接続配線６９および中継接続パッド７
２を含む第１の上層絶縁膜６２の上面にはビルドアップ材等からなる第２の上層絶縁膜７
４が設けられている。第２の上層絶縁膜７４の上面には下地金属層７５を含む第２の上層
再配線７６が第２の上層絶縁膜７４に形成された開口部７７を介して第１の上層再配線６
４の接続パッド部に接続されて設けられている。
【００５０】
　第２の上層絶縁膜７４の上面には下地金属層７８を含む上層導電層７９が設けられてい
る。下地金属層７８を含む上層導電層７９の一部は、第２の上層絶縁膜７４の上面に設け
られた下地金属層８０を含む第４の接続配線８１の一端部に接続されている。下地金属層
８０を含む第４の接続配線８１の他端部は、第２の上層絶縁膜７４に設けられた開口部８
２を介して中継接続パッド７２に接続されている。
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【００５１】
　第２の上層再配線７６、上層導電層７９および第４の接続配線８１を含む第２の上層絶
縁膜７４の上面にはソルダーレジスト等からなるオーバーコート膜８３が設けられている
。第２の上層再配線７６の接続パッド部に対応する部分におけるオーバーコート膜８３に
は開口部８４が設けられている。開口部８４内およびその上方には半田ボール８５が第２
の上層再配線７６の接続パッド部に接続されて設けられている。
【００５２】
　そして、この半導体装置では、第１の上層絶縁膜６２の上面に第１の上層再配線６４、
下層導電層６７、第３の接続配線６９および中継接続パッド７２が同一の材料によって同
時に形成され、第２の上層絶縁膜７４の上面に第２の上層再配線７６、上層導電層７９お
よび第４の接続配線８１が同一の材料によって同時に形成されている。したがって、この
場合も、製造工程数を増加することなく、一対の導電層６７、７９を有するコンデンサを
形成することができる。
【００５３】
（第３実施形態）
　図２０はこの発明の第３実施形態としての半導体装置の一部の平面図を示し、図２１は
図２０のＣ－Ｃ線にほぼ沿う断面図を示す。この場合、図２０のＤ－Ｄ線にほぼ沿う断面
図は図３と同じである。この半導体装置において、図１～図３に示す場合と大きく異なる
点は、一対の導電層１８、３２によって逆Ｆ形アンテナやパッチアンテナ等の対向導電層
回路素子を構成するようにした点である。
【００５４】
　このため、第１の接続配線１５の途中の接続パッド部上面には柱状電極３６が設けられ
ている。そして、上層導電層３２の他の一部は、第１の上層絶縁膜２４の上面に設けられ
た下地金属層３７を含む第４の接続配線３８の一端部に接続されている。下地金属層３７
を含む第４の接続配線３８の他端部は、第１の上層絶縁膜２４に設けられた開口部３９を
介して柱状電極３６の上面に接続されている。この場合、第１の接続配線１５が接続され
た一方の接続パッド６は接地用であり、第２の接続配線１６が接続された他方の接続パッ
ド６は給電用である。
【００５５】
　そして、この半導体装置では、保護膜９の上面に再配線１４、下層導電層１８および第
１、第２の接続配線１５、１６が同一の材料によって同時に形成され、再配線１４および
第１、第２の接続配線１５、１６の接続パッド部上面に柱状電極２０、２１、３６が同一
の材料によって同時に形成され、上層絶縁膜２４の上面に上層再配線２７、上層導電層３
２および第３、第４の接続配線２８、３８が同一の材料によって同時に形成されている。
したがって、この場合も、製造工程数を増加することなく、一対の導電層１８、３２を有
するアンテナ素子を形成することができる。
【００５６】
（その他の実施形態）
　なお、対向導電層回路素子は、コンデンサやアンテナに限らず、相対向する一対の導電
層を有して構成されるものであれば何でもよい。また、上記各実施形態において、半導体
構成体２は、外部接続用電極として、再配線１４の接続パッド部上に設けられた柱状電極
２０を有するものとしたが、これに限定されるものではない。例えば、半導体構成体２は
、外部接続用電極としての接続パッド部を有する再配線１４のみを有するものであっても
よい。さらに、ベース板１は、１枚の部材に限らず、絶縁膜および配線が交互に積層され
た多層印刷回路板としてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１ ベース板
　２ 半導体構成体
　３ 接着層
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　４ シリコン基板
　５、６ 接続パッド
　７ 絶縁膜
　９ 保護膜
　１４ 再配線
　１５ 第１の接続配線
　１６ 第２の接続配線
　１８ 下層導電層
　２０、２１ 柱状電極
　２２ 封止膜
　２３ 絶縁層
　２４ 上層絶縁膜
　２７ 上層再配線
　２８ 第３の接続配線
　３２ 上層導電層
　３３ オーバーコート膜
　３５ 半田ボール

【図１】 【図２】
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